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別
表
第
五
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
関
係
）

土
地

講
ず
べ
き
汚
染
の
除
去

環
境
省
令
で
定
め
る
汚
染
の
除
去
等
の
措

等
の
措
置

置

一

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出

当
該
土
地
に
お
い
て
地

次
項
か
ら
九
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る

量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

下
水
の
水
質
の
測
定
を

土
地
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
項
の

る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
土
地

行
う
こ
と
（
以
下
「
地

中
欄
及
び
下
欄
に
定
め
る
汚
染
の
除
去
等

下
水
の
水
質
の
測
定
」

の
措
置

と
い
う
。
）

二

土
壌
の
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

イ

当
該
土
地
に
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を

壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
当
該
土
壌
の
第
一
種
特
定

る
区
域
の
側
面
に
、
不

防
止
す
る
た
め
の
構
造
物
を
設
置
す
る

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
が
生
じ

透
水
層
の
う
ち
最
も
浅

こ
と
（
以
下
「
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の

て
い
る
土
地

い
位
置
に
あ
る
も
の
の

防
止
」
と
い
う
。
）

深
さ
ま
で
地
下
水
の
浸

ロ

基
準
不
適
合
土
壌
を
当
該
土
地
か
ら

出
の
防
止
の
た
め
の
構

取
り
除
き
、
又
は
基
準
不
適
合
土
壌
の

造
物
を
設
置
す
る
こ
と

中
の
特
定
有
害
物
質
を
取
り
除
く
こ
と

（
以
下
「
原
位
置
封
じ

（
以
下
「
土
壌
汚
染
の
除
去
」
と
い
う

込
め
」
と
い
う
。
）
又

。
）

は
基
準
不
適
合
土
壌
を

当
該
土
地
か
ら
掘
削
し

、
当
該
土
地
に
地
下
水

の
浸
出
を
防
止
す
る
た

め
の
構
造
物
を
設
置
し

、
及
び
当
該
構
造
物
の

内
部
に
掘
削
し
た
基
準

不
適
合
土
壌
を
埋
め
戻
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す
こ
と
（
以
下
「
遮
水

工
封
じ
込
め
」
と
い
う

。
）

三

土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第

原
位
置
封
じ
込
め
又
は

イ

基
準
不
適
合
土
壌
を
当
該
土
地
か
ら

二
溶
出
量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
当
該
土
壌
の
第
二
種
特
定

遮
水
工
封
じ
込
め

掘
削
し
、
当
該
土
地
に
必
要
な
水
密
性

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
が
生
じ

及
び
耐
久
性
を
有
す
る
構
造
物
を
設
置

て
い
る
土
地

し
、
並
び
に
当
該
構
造
物
の
内
部
に
掘

削
し
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
埋
め
戻
す

こ
と
（
以
下
「
遮
断
工
封
じ
込
め
」
と

い
う
。
）

ロ

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止

ハ

土
壌
汚
染
の
除
去

四

土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

原
位
置
封
じ
込
め
又
は

イ

基
準
不
適
合
土
壌
を
特
定
有
害
物
質

壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
当
該
土
壌
の
第
二
種
特
定

遮
水
工
封
じ
込
め

が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
が
生
じ

更
す
る
こ
と
（
以
下
「
不
溶
化
」
と
い

て
い
る
土
地
（
前
項
に
掲
げ
る
土
地
を
除
く
。
）

う
。
）

ロ

遮
断
工
封
じ
込
め

ハ

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止

ニ

土
壌
汚
染
の
除
去

五

土
壌
の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第

遮
断
工
封
じ
込
め

イ

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止

二
溶
出
量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
当
該
土
壌
の
第
三
種
特
定

ロ

土
壌
汚
染
の
除
去

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
が
生
じ

て
い
る
土
地
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六

土
壌
の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

原
位
置
封
じ
込
め
又
は

イ

遮
断
工
封
じ
込
め

壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
当
該
土
壌
の
第
三
種
特
定

遮
水
工
封
じ
込
め

ロ

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
が
生
じ

ハ

土
壌
汚
染
の
除
去

て
い
る
土
地
（
前
項
に
掲
げ
る
土
地
を
除
く
。
）

七

土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

土
壌
汚
染
の
除
去

イ

舗
装
す
る
こ
と
（
以
下
「
舗
装
」
と

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
（
乳
幼
児
の
砂
遊
び

い
う
。
）

若
し
く
は
土
遊
び
に
日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
砂
場
若

ロ

人
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

し
く
は
園
庭
の
敷
地
又
は
遊
園
地
そ
の
他
の
遊
戯
設
備
に

う
に
す
る
こ
と
（
以
下
「
立
入
禁
止
」

よ
り
乳
幼
児
に
屋
外
に
お
い
て
遊
戯
を
さ
せ
る
施
設
の
用

と
い
う
。
）

に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
で
あ
っ
て
土
地
の
形
質
の
変
更
が

頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
項
若
し
く
は
九
の
項
に

定
め
る
措
置
の
効
果
の
確
保
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

八

土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

土
壌
を
掘
削
し
て
地
表

イ

舗
装

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
（
現
に
主
と
し
て
居

面
を
低
く
し
、
土
壌
含

ロ

立
入
禁
止

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
う
ち
地
表
か
ら
高
さ

有
量
基
準
に
適
合
す
る

ハ

土
壌
汚
染
の
除
去

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分
に
専
ら
居
住
の
用
に

汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

供
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
も
の
が
建
築
さ
れ
て
い
る
区

に
よ
り
覆
う
こ
と
（
以

域
の
土
地
で
あ
っ
て
、
地
表
面
を
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

下
「
土
壌
入
換
え
」
と

高
く
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
に
居
住
す
る
者
の
日

い
う
。
）

常
の
生
活
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
前
項
に
掲
げ
る
土
地
を
除
く
。

）
九

土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

土
壌
含
有
量
基
準
に
適

イ

舗
装

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
（
前
二
項
に
掲
げ
る

合
す
る
汚
染
状
態
に
あ

ロ

立
入
禁
止
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土
地
を
除
く
。
）

る
土
壌
に
よ
り
覆
う
こ

ハ

土
壌
入
換
え

と
（
以
下
「
盛
土
」
と

ニ

土
壌
汚
染
の
除
去

い
う
。
）
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別
表
第
六
（
第
四
十
条
関
係
）

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
種
類

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
実
施
の
方
法

一

地
下
水
の
水
質
の
測
定

イ

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
の
状
況
を
的
確
に
把
握
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
当
初
一
年
は
四
回
以
上
、
二
年
目
か
ら
十
年
目
ま
で
は

一
年
に
一
回
以
上
、
十
一
年
目
以
降
は
二
年
に
一
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該

地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

二

原
位
置
封
じ
込
め

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て

、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
基
準
不
適
合
土
壌

を
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中
の
気
体
又
は

地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
第

二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
す
る
こ
と
。

ハ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
側
面
を
囲
み
、
基
準
不
適
合
土
壌
の
下
に
あ
る
不
透
水
層

（
厚
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
透
水
係
数
が
毎
秒
百
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
（
岩
盤
に

あ
っ
て
は
、
ル
ジ
オ
ン
値
が
一
）
以
下
で
あ
る
地
層
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
遮
水
の
効
力
を

有
す
る
地
層
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
最
も
浅
い
位
置
に
あ
る
も
の
の
深
さ
ま
で

、
鋼
矢
板
そ
の

他
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
構
造
物
を
設
置
す
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
の
土
地
を
、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
又
は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ホ

ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用

途
に
用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面
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を
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
（
基
準
不
適
合
土
壌
を
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い

よ
う
に
性
状
を
変
更
し
て
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
と
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ト

ハ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
当
該
範
囲
の
周
縁
に
一
以

上
の
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま

れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定

し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

チ

ハ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
ト
の
確
認
が
さ
れ
る
ま

で
の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三

遮
水
工
封
じ
込
め

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て

、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
う

ち
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
有
害
物
質
が

水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中
の
気
体
又
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る

特
定
有
害
物
質
を
抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適

合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
と
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
土
地
に
、
不
織
布
そ
の
他
の
物
の
表
面
に
二
重
の
遮
水
シ
ー
ト
を
敷
設
し
た
遮
水
層
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
遮
水
層
を
有
す
る
遮
水
工
を
設
置
し
、
そ
の
内
部
に
ロ

に
よ
り
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
埋
め
戻
す
こ
と
。

ニ

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
を
、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又

は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ホ

ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用

途
に
用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面

を
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ト

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
当
該
場
所
の
周
縁
に
一
以
上
の

観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
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特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、

地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

チ

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
の
内
部
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
ト
の
確
認
が
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

四

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防

一

揚
水
施
設
に
よ
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止

止

イ

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
的
確
に
防
止
で
き
る

と

認
め
ら
れ
る
地
点
に
揚
水
施
設
を
設
置
し
、
地
下
水
を
揚
水
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
揚
水
し
た
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
除
去
し
、
当
該
地
下
水
の
水

質
を
排
出
水
基
準
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号

）
第
四
第
一
号
ト

に
規
定
す
る
排
出
水
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
て
公
共
用
水
域
（

(1)

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公

共
用
水
域
を
い
う
。
）
に
排
出
す
る
か
、
又
は
当
該
地
下
水
の
水
質
を
排
除
基
準
（
同
令
第

四
条
第
一
号
チ

に
規
定
す
る
排
除
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
て

下
水
道
（
下
水
道
法

(1)

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及
び
同
条

第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
で
あ
っ
て

、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
を
設

置
し
て
い
る
も
の
（
そ
の
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）

に
排
除
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
土
地
の
地
下
水
汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て
、

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
縁
に
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地

下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
当
該
土
地
の
区
域
外
に
拡
大

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
隣
り
合
う
観
測
井
の
間
の
距

離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

ニ

ハ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

二

透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
に
よ
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止

イ

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
的
確
に
防
止
で
き
る

と

認
め
ら
れ
る
地
点
に
透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
（
汚
染
さ
れ
た
地
下
水
を
通
過
さ
せ
る
過
程
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に
お
い
て
、
特
定
有
害
物
質
を
分
解
し
、
又
は
吸
着
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
汚
染
さ
れ
た

地
下
水
を
地
下
水
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
備
え
た
設
備
で
あ
っ
て
、
地

中
に
設
置
さ
れ
た
設
備
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
土
地
の
地
下
水
汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て

、

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
縁
に
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地

下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
当
該
土
地
の
区
域
外
に
拡
大

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
隣
り
合
う
観
測
井
の
間
の
距

離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

ハ

ロ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

五

土
壌
汚
染
の
除
去

一

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
場
所
を
基
準
不
適
合

土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
埋
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
建
築
又
は
工
作
物
の
建
設
を

行
う
場
合
等
掘
削
さ
れ
た
場
所
に
土
壌
を
埋
め
る
必
要
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
ハ

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ロ
に
よ
り
土
壌

の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
場
合
に
は
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
当
該
土

地
の
周
縁
に
、
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
掘
削
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地

下
水
の
下
流
側
の
当
該
土
地
の
周
縁
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期

的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項

第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態

が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な

い
と
き
に
土
壌
汚
染
の
除
去
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状

態
を
一
回
確
認
す
る
こ
と
。
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二

原
位
置
で
の
浄
化
に
よ
る
除
去

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て

、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

土
壌
中
の
気
体
又
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ

の
他
の
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
せ
ず
に
行
う
方
法
に
よ
り
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準

不
適
合
土
壌
か
ら
特
定
有
害
物
質
を
除
去
す
る
こ
と
。

ハ

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の
基
準
不
適

合
土
壌
か
ら
の
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
っ
た
後
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合

土
壌
の
あ
る
範
囲
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採

取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ニ

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の
基
準
不
適

合
土
壌
か
ら
の
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
っ
た
後
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合

土
壌
の
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
地
点
の
割
合
で
深
さ
一
メ
ー
ト

ル
か
ら
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
深
さ
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の

土
壌
を
採
取
し
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
四
項
第
二
号
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
。

六

遮
断
工
封
じ
込
め

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
土
地
に
、
基
準
不
適
合
土
壌
の
投
入
の
た
め
の
開
口
部
を
除
き
、
次
の
要
件
を
備
え
た

仕
切
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

一
軸
圧
縮
強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で

、
水
密
性

(1)
を
有
す
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

造
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
厚
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
遮
断
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
。
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埋
め
戻
す
基
準
不
適
合
土
壌
と
接
す
る
面
が
遮
水
の
効
力
及
び
腐
食
防
止
の
効
力
を
有
す

(2)
る
材
料
に
よ
り
十
分
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

目
視
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
損
壊
の
有
無
を
点
検
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

(3)
ニ

ハ
に
よ
り
設
置
し
た
仕
切
設
備
の
内
部
に
、
ロ
に
よ
り
掘
削
し
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
埋
め

戻
す
こ
と
。

ホ

ニ
に
よ
り
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
後
、
ハ
の
開
口
部
を
ハ

か
ら

ま
で
の
要
件
を
備

(1)

(3)

え
た
覆
い
に
よ
り
閉
鎖
す
る
こ
と
。

ヘ

ホ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ト

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用

途
に
用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
ホ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面

を
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

チ

ニ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
当
該
場
所
の
周
縁
に
一
以
上
の

観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る

特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、

地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

リ

ニ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
の
内
部
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
チ
の
確
認
が
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

七

不
溶
化

一

原
位
置
不
溶
化

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て

、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
薬
剤
の
注
入
そ
の
他
の
基
準
不
適
合
土
壌
を

掘
削
せ
ず
に
行
う
方
法
に
よ
り
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
し

て
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
百
平
方
メ

ー
ト
ル
ご
と
に
任
意
の
地
点
に
お
い
て
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準

不
適
合
土
壌
の
あ
る
深
さ
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
土
壌
に
つ
い

て
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
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し
、
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ニ

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
当
該
土
地

の
区
域
外
へ
の
基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定
有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
、
シ
ー

ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ホ

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
あ
る
地
下
水
の
下
流

側
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地

下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方

法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
。

二

不
溶
化
埋
め
戻
し

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を

薬
剤
の
注
入
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変

更
し
て
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
と
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
土
壌
に
つ
い
て

、
お
お
む
ね
百
立
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に

五
点
か
ら
採
取
し
た
土
壌
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
し
、
当
該
土
壌
に
つ
い
て
特
定
有
害

物
質
の
量
を
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
土
壌
溶

出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
当
該
土
地
の
区
域
内
に
埋

め
戻
す
こ
と
。

ニ

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て

、
当
該
土
地
の
区
域
外
へ
の
汚
染
土
壌
又
は
特

定
有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
、
シ
ー
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

ホ

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、

一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染

が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
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八

舗
装

イ

当
該
土
地
の
う
ち
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
を
、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
若
し
く
は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
耐
久
性
及
び
遮
断
の
効
力
を
有
す
る
も
の
（
当
該
土
地
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
モ
ル
タ

ル
そ
の
他
の
土
壌
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て

、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下

「
モ
ル
タ
ル
等
」
と
い
う
。
）
）
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

立
入
禁
止

イ

当
該
土
地
の
う
ち
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
囲
に
、
み
だ
り
に
人
が
当
該
範
囲
に

立
ち
入
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
囲
い
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

当
該
土
地
の
区
域
外
へ
の
基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定
有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た

め
、
シ
ー
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

イ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
囲
い
の
出
入
口
（
出
入
口
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
囲
い
の
周
囲

の
い
ず
れ
か
の
場
所
）
の
見
や
す
い
部
分
に
、
関
係
者
以
外
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
旨
を
表
示

す
る
立
札
そ
の
他
の
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

十

土
壌
入
換
え

一

区
域
外
土
壌
入
換
え

イ

当
該
土
地
の
土
壌
を
掘
削
し
、
ロ
に
よ
り
覆
い
を
設
け
た
際
に
当
該
土
地
に
建
築
さ
れ
て

い
る
建
築
物
に
居
住
す
る
者
の
日
常
の
生
活
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。
ロ

当
該
土
地
の
う
ち
地
表
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
を
、
ま
ず
、
砂
利
そ
の
他
の
土
壌
以
外
の
も
の
で
覆
い
、
次
に
、
厚
さ
が
五
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
（
当
該
土
地
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
土
壌
を
用
い
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
モ
ル

タ
ル
等
）
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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二

区
域
内
土
壌
入
換
え

イ

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ
い
て

、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
お
い
て
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ

た
基
準
不
適
合
土
壌
及
び
地
表
か
ら
当
該
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
深
さ
よ
り
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
深
い
深
さ
ま
で
の
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
を
掘
削
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
掘
削
を
行
っ
た
場
所
に
ロ
に
よ
り
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
埋
め
戻
す

こ
と
。

ニ

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て

、
ま
ず
、
砂
利
そ
の
他
の
土
壌
以
外
の
も
の
で

覆
い
、
次
に
、
ロ
に
よ
り
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ホ

ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一

盛
土

イ

当
該
土
地
の
う
ち
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
を
、
ま
ず
、
砂
利
そ
の
他
の
土
壌
以
外
の

も
の
で
覆
い
、
次
に
、
厚
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌

（
当
該
土
地
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
土
壌
を
用
い
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
モ
ル
タ
ル
等
）
に
よ
り
覆
う
こ
と
。

ロ

イ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

備
考

地
下
水
の
水
質
の
測
定
、
原
位
置
封
じ
込
め
、
遮
水
工
封
じ
込
め
、
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止
、
土
壌
汚
染
の
除
去
、
遮
断
工

封
じ
込
め
、
不
溶
化
、
舗
装
、
立
入
禁
止
、
土
壌
入
換
え
又
は
盛
土
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
又
は
特
定
有
害
物
質
の
飛

散
、
揮
散
又
は
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


